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仙台市リスキリング推進応援補助金事業交付要綱 

（令和６年３月 14日経済局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、国（厚生労働省）の人材開発支援助成金を活用した従業員の計画的な

リスキリングによる人材育成を通じた生産性向上や競争力強化等の取り組みを促進する

ため、中小企業事業主及び個人事業主が当該助成金の申請に要した経費に対し、予算の範

囲内において仙台市リスキリング推進応援補助金（以下、「補助金」という。）を交付する

ことについて、仙台市補助金等交付規則（昭和５５年仙台市規則第３０号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 （１） 人材開発支援助成金 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第６３条第１項

第１号、第４号、第５号及び第９号、並びに雇用保険法施行規則（昭和５０年労働

省令第３号）第１２４条及び第１２５条、附則第３４条及び第３５条の規定に基づ

く人材開発支援助成金の人材育成支援コース助成金（旧特定訓練コース、旧一般コ

ース、旧特別育成訓練コースも含む）、人への投資促進コース助成金及び事業展開

等リスキリング支援コース助成金をいう。 

 （２） 労働局 厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）第１７条の規定に基づ

き設置された都道府県労働局をいう。 

（３） 中小企業事業主 次に掲げるいずれかに該当する法人をいう。 

   ア 雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１０２条の３第１項第２号

イ（５）に規定されている中小企業事業主のうち、登記されている本店又は支店の

所在地が本市の区域内にある法人 

   イ 資本金等を持たず、雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１０２

条の３第１項第２号イ（５）に規定されている中小企業事業主のうち、登記されて

いる主たる事務所又は従たる事務所の所在地が本市の区域内にある法人 

 （４） 個人事業主 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定

する事業を行う個人で、次に掲げるいずれかに該当する者をいう。 

ア 本市の住民基本台帳に記録されている者 

イ 本市の区域内に施設を所有又は借り受けて、当該施設で事業を行っている者 

 （５） 社会保険労務士等 次に掲げるいずれかに該当する者をいう。 

ア 社会保険労務士法（昭和４３年法律第８９号）に基づく社会保険労務士となる資

格を有し、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受
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けた者又はその者が所属する法人 

イ 弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）に基づく弁護士となる資格を有し、日本

弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録を受けた者又はその者が所属する法人 

ウ 行政書士法（昭和２６年法律第４号）に基づく行政書士となる資格を有し、日本

行政書士会連合会に備える行政書士名簿に登録を受けた者又はその者が所属する

法人のうち、行政書士法の一部を改正する法律（昭和５５年法律第２９号）附則第

２項により、改正法の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者

又はその者が所属する法人 

 （６） 本人確認書類の写し 補助金の申請日において有効な、次に掲げるいずれかの書

類（個人番号の記載のないものに限る。）をいう。 

 ア 運転免許証（運転免許証を返納している場合にあっては、運転経歴証明書）の両

面の写し 

   イ 個人番号カードの表面の写し 

   ウ 住民基本台帳カード（当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が

表示されたものに限る。）の表面の写し 

   エ 在留カードの両面の写し又は特別永住者証明書の両面の写し 

オ 外国人登録証明書（在留の資格が特別永住者のものに限る。）の両面の写し 

カ 上記のほか特に市長が必要と認めるもの 

（７） 補助事業者 第１０条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者をいう。 

（８） 補助事業 第１０条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた事業をいう。 

 

（補助金の交付対象者） 

第３条 規則第３条第１項の規定によるこの補助金の交付を受けることができる者は、次

の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１） 令和５年４月１日以降に人材開発支援助成金の支給決定を受けていること 

（２） 中小企業事業主又は個人事業主であること 

（３） 法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告（当該申告の義務を有する者

に限る。）を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと。個人事業主の場合は、

個人の市税に加え、事業主として納付すべき市税を滞納していないこと 

（４） 暴力団等と関係を有していないこと 

 

（市税の滞納がないことの確認） 

第４条 前条第３号に掲げる要件は、市長が補助金の交付の申請をしようとする者の同意

に基づいて市税の納税状況を調査することにより確認するものとする。ただし、申請者が、

市税の滞納がないことの証明書（申請日前３０日以内に交付を受けたものに限る。）を提

出した場合はこの限りではない。 
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（市税の取扱い） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者が中小企業事業主である場合における第３

条第３号に規定する市税とは、個人の市民税（当該法人が仙台市市税条例（昭和４０年仙

台市条例第１号）第２２条各項の規定に基づき、特別徴収義務者に指定されている場合に

限る。）、法人の市民税、固定資産税、軽自動車税（種別割）、特別土地保有税、事業所税

及び都市計画税とする。 

２ 補助金の交付の申請をしようとする者が個人事業主である場合における第３条第３号

に規定する市税とは、個人の市民税（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１９条

第１項の規定により普通徴収の方法によって徴収されるものに限る。）、固定資産税、軽自

動車税（種別割）及び都市計画税とする。また、事業主として納付すべき市税とは、個人

の市民税（当該事業主が仙台市市税条例第２２条各項の規定に基づき、特別徴収義務者に

指定されている場合に限る。）、事業所税とする。 

 

（補助対象事業） 

第６条 この補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、第３条各

号のいずれにも該当する者が、人材開発支援助成金を活用した際の申請事務等を社会保

険労務士等に代行させた事業で、当該事業に係る他の補助金、助成金その他これらに類す

るものの交付を受けていないものとする。但し、第２条第３号に該当する場合、次の各号

に掲げるとおりとする。 

（１） 本店又は主たる事務所が本市の区域内にあり、区域内の事業所で人材開発支援助

成金を活用する場合 補助対象 

（２） 本店又は主たる事務所が本市の区域内にあるが、区域外の事業所で人材開発支援

助成金を活用する場合 補助対象 

（３） 本店又は主たる事務所が本市の区域外にあるが、区域内の事業所で人材開発支援

助成金を活用する場合 補助対象 

（４） 本店又は主たる事務所が本市の区域外にあり、区域外の事業所で人材開発支援助

成金を活用する場合 補助対象外 

 

（補助対象経費） 

第７条 補助対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条に掲げるもののう

ち、次の各号に掲げる経費とし、第９条第１項第１号から第４号に掲げる書類に基づき算

定する。 

 （１） 各種書類及び添付書類等の作成代行に要した経費 

 （２） 労働局への提出代行に要した経費（第２条第５号ウによるものは対象外。） 
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（補助金の額等） 

第８条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額（その額

に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、補助事業者あたり５０万円

を上限とする。 

（１） 人材開発支援助成金の賃金要件又は資格等手当要件のいずれかを満たして支給

を受けた場合 第７条に定める補助対象経費の合計額の４分の３に相当する金

額 

（２） 前号に掲げる場合を除き、人材開発支援助成金の支給を受けた場合 第７条に定

める補助対象経費の合計額の３分の２に相当する金額 

 

（交付の申請等） 

第９条 申請をしようとする者が中小企業事業主である場合における規則第３条第１項の

規定による交付の申請は、仙台市リスキリング推進応援補助金交付申請兼実績報告書（様

式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出して行うものとする。 

 （１） 労働局から発行された人材開発支援助成金の支給決定通知書の写し 

（２） 補助事業に係る社会保険労務士等からの請求が確認できる書類の写し（請求書等） 

（３） 補助事業に係る社会保険労務士等への支払が確認できる書類の写し（領収書等） 

（４） 履歴事項全部証明書の写し又は現在事項全部証明書の写し（申請の日以前３か月

以内に取得したものに限る。） 

（５） 直近１期分の法人市民税納税証明書（第６条第３号に該当する場合に限る。） 

（６） 人材開発支援助成金の対象者名簿（所属も分かるもの）（第６条第３号に該当す

る場合に限る。） 

（７） 労働局へ支給申請時に提出した人材開発支援助成金実施状況報告書の写し（第６

条第３号に該当する場合に限る。） 

（６） その他市長が必要と認める書類 

２ 申請をしようとする者が個人事業主である場合における規則第３条第１項の規定によ

る交付の申請は、仙台市リスキリング推進応援補助金交付申請兼実績報告書（様式第１

号）、本条第１項第１号から第３号に掲げるもののほか、次の書類を添えて市長に提出し

て行うものとする。 

 （１） 本人確認書類の写し 

（２） 店舗の賃貸借契約書その他の本市の区域内に施設を所有又は借り受けて、当該施

設で事業を行っていることを示す書類の写し（申請をしようとする者が本市の住

民基本台帳に記録されている者でない場合に限る。） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定等） 
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第１０条 市長は、前条の規定による交付申請兼実績報告書が提出された場合は、書類等の

審査及び必要に応じて現地調査を行った上で、補助金を交付することが適当と認めたと

きは、補助金の交付の決定及び補助金の額を確定するものとし、規則第６条の規定による

通知は、仙台市リスキリング推進応援補助金交付決定兼確定通知書（様式第２号）により

行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第１１条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げは、交付決定兼確定通知があった

日から１０日を経過した日までに、仙台市リスキリング推進応援補助金交付申請取下書

（様式第３号）により行うものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１２条 補助事業者は、仙台市リスキリング推進応援補助金交付請求書（様式第４号）を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

（１） 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき 

（２） 第３条各号のいずれかの要件に該当していなかったことが判明したとき又は該

当しないこととなったとき 

（３） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他規則又はこの要綱に基

づき市長が行った指示に違反したとき 

（４） 補助事業が、第６条の要件に該当していなかったことが判明したとき又は該当し

ないこととなったとき 

２ 前項の取消しを行ったときは、理由を付して書面により通知するものとする。 

 

 （補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分

に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を

請求するものとする。 

 

（立入検査等） 

第１５条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を

求め、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、
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若しくは関係者に質問させるものとする。 

２ 市長は、前項の結果、必要があると認めるときは、補助事業者に対し改善その他必要な

措置を講ずるよう指導することができる。 

 

（書類の整備等） 

第１６条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類

を整備し、かつ、補助金の交付を受けた年度の翌年度から５年間保存しておかなければなら

ない。 

 

（委任） 

第１７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、経済局長が別に定める。 

 

 

   附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和６年３月 25日から実施する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は，令和７年３月 31日限り，その効力を失う。 

附 則（令和６年４月１日改正） 

（施行期日） 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 


